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 札幌社保協、きょうされんさっぽろブロック、障道協、福祉保育労道本部、道生

連、道社保協は9月13日、障害者自立支援法本格実施を前にしての懇談を行いまし

た。障害者の方や各団体から25人が参加、市側から、障がい福祉課課長や担当係長

が出席しました。 

 参加者からは制度の内容についての質問と共に、多くの自治体が行っている応益負

担の軽減策を札幌市へ求める切実な声が相次ぎました。しかし検討はされているよう

でしたが、現時点での独自軽減策は示されませんでした。 

 話し合いでの市側の回答から 

◆負担軽減のための札幌市の独自策はどうか？ 

◎負担軽減策は今の所なし。 

◎生活サポート事業（ヘルパー派遣など）は、障害程度区分認定で非該当になった人へも現在ヘルパーを利用してい

る人には続ける（札幌市として経過措置で行う）。 

◆障害程度区分認定調査の進捗状況、間に合わない場合は？ 

◎障害程度区分認定調査は1次判定は9月中に終了予定だが、2次判定は現在50％程度。終了しない人については現

行通りのみなし区分で支給決定をする。 

◆地域生活支援事業について 

◎コミュニケーション事業（手話通訳）については無料にする。 

◎移動支援事業は1割負担。ただし低所得1･2の人は5％負担（2年間の経過措置）。通園・通学は対象にしない。 

◎小規模作業所は06年度中は今まで通り補助金を支援。07年度以降に地域活動支援センターへ移行を促進。セン

ターへ移行しない（できない）作業所への補助基準は年内に決めたい。センターへ移行した所と移行しない所で補助

金の差がつくことは考えられる。07年以降、補助金を打ち切ることにはならない。 

◎福祉サービスの支給決定基準は現在検討中―9月中に決まる予定。 

◆8/24の全国会議で国から示された改善点や変更点、その他 

◎障がい児通所施設利用者、通所施設利用者の負担軽減措置や施設への報酬で一定の改善があった。 

⇒問題点 施設への支払額が日割計算となったため通所者が休むと施設側は収入減となる（今までは月額）。今回改

定で休んだ人を施設職員が訪問すると一定の収入が算定できるが、障がい者にはその分の1割負担が発生する。 

◎障害者の負担によって17億円市の持ち出しが減るが、交付税がその分減らされる。 

 西区社保協の「増税・国保・介護『怒りの告発集会』」が9月16日午後、西区で開か

れ38人が参加しました。 

 札幌社保協の斉藤浩司事務局長があいさつと報告をし、負担増問題の実態と格差社会

の進行について述べ、社会的告発・アピールと相談活動の重要性を強調しました。続い

て、この間の国保・介護110番で相談された2人がご自分の実情を話してくれました。 

 Sさんは「国保料が払えず、保険証がもらえないと思って親戚に借金をして払ってい

ました。市役所に言っても解決にならず、今回110番に相談に行って本当に良かったで

す。」Mさんは「ヘルパーをしていたが、今年から制度が変わったり病気などで続けられなくなった。昨年は一定の

収入があったため、今年来た国保料が払いきれず困った。今まで分割してもらうなど必死で払っていた。今回相談

にのってもらい助かった。ビラを何度も見た人がいると思う。(相談に)足が出た人と出ない人がいると思う。私はむ

ずかしいことは分からないが、働いても働いても大変だなんておかしいと思う」と述べました。 

 横山正男代表は、この間の西区社保協の宣伝や相談に来た方の実例などを紹介し、「これから寒い季節で灯油を

使うことになる。灯油代を払うか国保料を払うかという選択を迫られる人も多く出てくる。一声かける運動を広げ

ていきましょう」と提起しました。 



 札幌社保協は9月15日、市の介護保険課と改定介護保険法と介護サー

ビスに関する懇談を行い、新婦人札幌協議会、勤医協札幌在宅事業部、

北海道保健企画などから17人が参加。市側から介護保険課長、高齢福

祉課長、担当係長が出席しました。 
 

【事前の質問・要望への回答と質疑の内容】 

◆要介護認定と利用者の状態に差があるのではないか、質問や苦情はど

うか。 

◎<市の答え>認定調査は全国統一で公正に行っている。実態に即しており乖離はないと思う。介護度が低いなど

の質問・苦情はきているが理解を得られるように努力している。  

<参加者> 実際の実例で利用者の状態に比べて介護度が低くなっている例を紹介。要介護認定が給付抑制になっ

ているのではないかと指摘。 

◆新予防給付について 

◎要介護から要支援に移行した人の数は把握していない。3月中では、要介護１－835人の内464人(56％)が

要支援になっている。 

◆要介護から要支援になってサービス利用が減らされているがどうか、苦情･相談は？ 

◎介護予防という本来のあり方を理解してもらうように努力している。苦情などは少ない。 

<参加者> 苦情がないのではなく、利用者から現場の事業所やケアマネージャーへ集中しているからで、市が知

らないだけである。利用者は困っており、現場は苦慮している。 

◆要支援1･2と認定され同居家族のいる利用者が、ヘルパー利用を打ち切られる例がある、市の方針か？ 

◎原則として同居家族がいる場合のヘルパー派遣は認められていないが、同居家族の状況と個別性を勘案するこ

とになっている。市の方針で一律に打ち切ることはしていない。 

<参加者> 包括支援センターによって差はあるが、実際には打ち切りが行われている。問題はケアマネージャー

が必要と判断しているのに包括支援センターが利用者に打ち切りを言っていること、また有償のヘルパーを紹介

しているのは、ヘルパーの必要性を認めているのに介護保険を使わせないということだ。 

◆福祉用具レンタルについて 

◎制度改定でレンタル打ち切りの影響を受ける数は把握していない。要介護1以下の方31000人の内ベッドを

4700人使用し、相当部分が対象となるのではないか。ベッドのレンタルが昨年に比べ減っているのはケアマネ

が適切なアセスメントで必要性がないと判断したものと思う。軽度の人への用具貸与はもともと想定しにくい人

への貸与事例が見受けられ、状態像から対象外になっている。厚労省の基準で必要性があれば認められる。独自

補助・制度は難しい。 

<参加者> 今の基準では電動ベッドを使えず、この間減ってきている。つかまることで起き上がりや寝返りがで

きると判断される人は、用具がなければできないということ。レンタル業者としては利用者の30％がベッドを引

き上げとなっており大変である。利用者にとっては日常生活の一部になっており、「畳の上で寝るしかない」と

泣かれてつらい状況だ。 

◆地域包括支援センターについて 

◎すべて委託で職員は6～8人程度。運営協議会は5月から月１回ペースで開催。６月から包括支援センター業

務連絡会も月1回開いており、その内容なども協議会へ報告される。 

◆「ケアマネ難民」と言われる状況はないのか 

◎居宅で断られた人などは包括支援センターでケアプランを作成している、苦情は来ていない。 

◆介護保険料について 

◎保険料の減免を広げると他の階層に負担がかかるので難しい。税制改革による保険料引き上げの実態は不明だ

が、8月調査で保険料引き上げの緩和策に該当した人は28000人弱いる。05年度決算で保険料滞納者は

13000人、収納率は95％。1年以上滞納者は利用料を10割払い、後で9割還付になる。２年以上滞納者は利

用料負担が３割となる。 

<参加者> 保険料の減免を介護保険の枠内でと国は言っているが、自治体の裁量で一般財源も含めてできる。 

 東京都と札幌など15の政令指定都市介護保険担当課長会議が、8/29に国に対して「介護保

険制度運営に関する要望書」を出しています。 

 ①低所得者負担軽減に必要な財源は国の責任で、②支給限度額を超えるサービスが必要な低

所得者には国で総合的な支援策を、③福祉用具貸与における認定調査の基本調査の判断基準の

拡大、的確に判断できる手法、より実態に即した状態像となるようになど、8項目を要望してい

ます。内容は現場や利用者の声を反映したものとなっています。  


